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(57)【要約】
【課題】運転者が眠気を催したときに、運転者に確実に
警告し、また、運転者を覚醒させ、また、安全性を十分
に高める。
【解決手段】本実施形態の車両用運転支援装置は、ドラ
イバの状態をモニタするドライバモニタ部１２と、モニ
タされたドライバの状態に基づいてドライバの眠気深度
または居眠りの度合を検出する眠気検出部９と、ドライ
バを覚醒させるための複数の処理の中から、検出された
ドライバの眠気深度または居眠りの度合のレベルに対応
する処理を選択して実行する制御部３とを備えたもので
ある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバの状態をモニタするドライバモニタ部（１２）と、
　モニタされたドライバの状態に基づいてドライバの眠気深度または居眠りの度合を検出
する眠気検出部（９）と、
　ドライバを覚醒させるための複数の処理の中から、検出されたドライバの眠気深度また
は居眠りの度合のレベルに対応する処理を選択して実行する制御部（３）と
を備えた車両用運転支援装置。
【請求項２】
　前記制御部は、眠気深度が低レベルであるときには、画面に警告メッセージを表示する
処理を実行し、眠気深度が中レベルであるときには、ドライバの５感を刺激する処理を実
行し、眠気深度が高レベルであるときには、運転モードを退避モードに切り替え、車両を
自動的に停車させる処理を実行するように構成された請求項１記載の車両用運転支援装置
。
【請求項３】
　ドライバの５感を刺激する処理は、エアコンの風量を強にして皮膚の温度を下げる制御
、警告音または警告音声を出力する制御、手に高電圧電流を印加する制御、シートヒータ
を強にして皮膚の温度を高める制御、または、刺激臭を発生させて嗅覚を刺激する制御で
ある請求項１または２記載の車両用運転支援装置。
【請求項４】
　眠気深度は、ドライバの顔の表情や身体の動作をカメラで撮影し、撮影した画像情報に
基づいて３段階以上のレベルに分けて検出されるように構成された請求項１から３のいず
れか一項記載の車両用運転支援装置。
【請求項５】
　前記制御部は、運転モードを退避モードに切り替えたときには、退避モードに切り替え
たことを、周辺の車両に報知するように構成された請求項２記載の車両用運転支援装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、車載カメラで撮影した運転者の画像を認識して、運転者の眠気を判定
し、運転者の眠気が強くなったときに、音と振動を発生させることにより、運転者の覚醒
を促すシステムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－６８８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来構成の場合、音や振動で運転者が覚醒することもあるが、音や振動だ
けでは、運転者が覚醒しない場合もあるから、安全性が十分であるとは言えなかった。ま
た、音や振動が発生しても、運転者は何が起こったか分からないことがあり、どのように
対応したらよいか分からず、混乱するおそれもあった。
【０００５】
　本発明の目的は、運転者が眠気を催したときに、運転者に確実に警告することができ、
また、運転者を覚醒させることができ、また、安全性を十分に高めることができる車両用
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運転支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、ドライバの状態をモニタするドライバモニタ部１２と、モニタされ
たドライバの状態に基づいてドライバの眠気深度または居眠りの度合を検出する眠気検出
部９と、ドライバを覚醒させるための複数の処理の中から、検出されたドライバの眠気深
度または居眠りの度合のレベルに対応する処理を選択して実行する制御部３とを備えた車
両用運転支援装置である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態を示す車両システムのブロック図
【図２】眠気深度の検出制御及び眠気深度に応じて実行する制御のフローチャート
【図３】眠気深度の定義の表を示す図
【図４】眠気警告アドバイスの表示例を示す図（その１）
【図５】眠気警告アドバイスの表示例を示す図（その２）
【図６】眠気警告アドバイスの表示例を示す図（その３）
【図７】処理１の制御のフローチャート
【図８】処理２の制御のフローチャート
【図９】処理３の制御のフローチャート
【図１０】第２実施形態を示すもので、開眼度の定義の表を示す図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（第１実施形態）
　以下、第１実施形態について、図１ないし図９を参照して説明する。図１は、本実施形
態の車両システム１の全体概略構成を示すブロック図である。この車両システム１は、車
両用運転支援装置を構成する。車両システム１は、車両の走行を制御する車両走行制御部
２と、各種の車載装置間で通信される情報を制御する車載情報制御部３とを備えている。
【０００９】
　車両走行制御部２は、車外撮影カメラ４と、位置計測装置５と、レーダ６と、走行制御
装置７と、ＤＳＭ用データ処理部８とを備えている。車外撮影カメラ４は、車両の周辺を
撮影し、撮影した車外画像を走行制御装置７へ出力する。位置計測装置５は、ＧＰＳ受信
機等で構成され、車両の現在位置を検出して、検出した現在位置信号を走行制御装置７へ
出力する。
【００１０】
　レーダ６は、車両の周辺に存在する他車両を検出し、検出した他車両の情報、即ち、他
車両の位置を特定する情報例えば位置情報や距離情報や角度情報等を走行制御装置７へ出
力する。走行制御装置７は、上記各検出信号と、ＤＳＭ用データ処理部８から出力される
信号とを入力し、カーナビゲーション装置としての機能と、車両のエンジン、ブレーキ、
ステアリング等を駆動制御することにより車両を自動運転制御する機能とを有している。
ＤＳＭ用データ処理部８は、車外撮影カメラ４からの画像データと、情報制御部３の危険
度判定装置９からの指示情報とを入力し、走行制御装置７へ運転切替信号を出力する。
【００１１】
　情報制御部３は、情報報知装置１０と、ＨＭＩ操作器１１と、ＤＳＭ車内撮影カメラ１
２と、危険度判定装置９と、通信制御装置１４と、ＨＭＩ制御装置１５とを備えている。
情報報知装置１０は、例えば表示器や音声出力装置等で構成されており、ＨＭＩ制御装置
１５から受け取ったデータやメッセージ等を表示したり、音声で出力したりする装置であ
る。
【００１２】
　ＨＭＩ操作器１１は、ユーザ、即ち、乗員が操作する装置であり、表示器の画面のタッ
チパネルや各種のスイッチ等で構成されており、操作した結果、即ち、操作信号をＨＭＩ
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制御装置１５に送信する。ＤＳＭ車内撮影カメラ１２は、ドライバの状態を監視する装置
、即ち、ＤＳＭ（ドライバステータスモニタ）としての機能と、車内を撮影するカメラと
しての機能を有しており、このＤＳＭ車内撮影カメラ１２により得られたＤＳＭ情報と、
車内やドライバ等を撮影した画像データとは、危険度判定装置９に送信される。ＤＳＭ車
内撮影カメラ１２は、ドライバモニタ部としての機能を有する。
【００１３】
　危険度判定装置９は、ＤＳＭ車内撮影カメラ１２からの情報と、ＤＳＭ用データ処理部
８からの情報と、通信制御装置１４からの情報とを入力し、これら情報に基づいて、ドラ
イバによる車両走行の危険度、具体的には、ドライバの眠気深度を演算、即ち、検出して
判定する機能を有する。この場合、危険度判定装置９は、眠気深度演算部または眠気検出
部としての機能を有する。
【００１４】
　通信制御装置１４は、ＤＣＭ（データコミュニケーションモジュール）としての機能を
有し、車車間通信、路車間通信、ＶＩＣＳ(登録商標)通信、携帯電話網通信等を実行可能
な通信機器で構成されている。通信制御装置１４は、上記各種の通信により得られた通信
情報を、危険度判定装置９に送信する。また、通信制御装置１４は、危険度判定装置９か
ら出力された情報を上記各種の通信を介して送信する。ＨＭＩ制御装置１５は、画面表示
または音声出力のためのデータを生成または制御、即ち、編集する機能を有し、生成また
は編集したデータを情報報知装置１０に送信する。
【００１５】
　次に、上記構成の動作、即ち、ドライバの眠気深度を検出し、検出した眠気深度に応じ
て実行する制御について、図２ないし図９を参照して説明する。まず、図２のフローチャ
ートは、情報制御部３の制御の内容を示す。
【００１６】
　この図２のステップＳ１０においては、危険度判定装置１３の眠気深度検出部は、ＤＳ
Ｍ車内撮影カメラ１２からの情報と、ＤＳＭ用データ処理部８からの情報と、通信制御装
置１４からの情報とを入力し、これら情報に基づいて、ドライバの眠気深度ｎを演算して
求める。この場合、眠気深度ｎは、０～５までの数値が定義されており、定義内容を図３
の表に示す。
【００１７】
　図３に示すように、眠気深度０は、ドライバが全く眠くなさそうな状態であり、ドライ
バの顔の表情の動作としては、視線の移動が早く、頻繁である、目の瞬きの周期は安定し
ている、動きが活発で身体の動きを伴う、というような動作状態である。眠気深度１は、
ドライバがやや眠そうな状態であり、ドライバの顔の表情の動作としては、唇が開いてい
る、視線移動の動きが遅い、というような動作状態である。
【００１８】
　眠気深度２は、ドライバが眠そうな状態であり、ドライバの顔の表情や身体の動作とし
ては、瞬きはゆっくりと頻発、口の動きがある、座り直しがある、顔に手をやる、という
ような動作状態である。
【００１９】
　眠気深度３は、ドライバがかなり眠そうな状態であり、ドライバの顔の表情や身体の動
作としては、意識的と思わる瞬きがある、瞬きも視線の動きも遅い、頭を振る、肩の上下
運動などの無用な身体の動きがある、あくびは頻発し、深呼吸も見られる、というような
動作状態である。
【００２０】
　眠気深度４は、ドライバが非常に眠そうな状態であり、ドライバの顔の表情や身体の動
作としては、瞼を数秒間閉じる、頭が前に傾く、頭が後ろに倒れる、というような動作状
態である。
【００２１】
　眠気深度５は、ドライバが眠っている状態であり、ドライバの顔の表情の動作としては
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、瞼を数秒間閉じる、というような表情動作状態である。そして、本実施形態では、車内
撮影カメラ１２からの情報、例えばドライバの顔や身体等の画像データ、例えば連続的に
撮影された動画情報と図３の表に基づいて、ドライバの眠気深度を検出、即ち、判定する
ように構成されている。尚、眠気深度ｎとしては、０から５までの整数値だけではなく、
整数値間を例えば１０等分した小数値で表現されるようにもなっている。また、眠気深度
ｎを、０から５までの６段階に設定するように構成したが、これに限られるものではなく
、３段階以上５段階以下、または、７段階以上に設定するように構成しても良い。
【００２２】
　続いて、ステップＳ２０へ進み、危険度判定装置１３は、演算結果、即ち、検出された
眠気深度ｎをＨＭＩ制御装置１５へ送信する。続いて、ステップＳ３０では、ＨＭＩ制御
装置１５は、受信した眠気深度ｎに基づいて眠気警告アドバイス、例えば図４、図５、図
６に示すような眠気警告アドバイスのメッセージを生成する。更に、ステップＳ４０へ進
み、ＨＭＩ制御装置１５は、上記生成した眠気警告アドバイスのメッセージを情報報知装
置１０に送信する。
【００２３】
　この後、ステップＳ５０へ進み、眠気深度ｎが、２≦ｎ＜３であるか否かを判断する。
このステップＳ５０で、眠気深度が２、即ち、眠気深度が低レベルであれば（ＹＥＳ）、
ステップＳ６０へ進み、処理１を実行する。この処理１の内容については、後述する。処
理１を実行完了すると、本制御を終了する。
【００２４】
　また、上記ステップＳ５０において、眠気深度ｎが、２≦ｎ＜３でないときには（ＮＯ
）、ステップＳ７０へ進み、眠気深度ｎが、３≦ｎ＜４であるか否かを判断する。このス
テップＳ７０で、眠気深度が３、即ち、眠気深度が中レベルであれば（ＹＥＳ）、ステッ
プＳ８０へ進み、処理２を実行する。この処理２の内容については、後述する。処理２を
実行完了すると、本制御を終了する。
【００２５】
　また、上記ステップＳ７０において、眠気深度ｎが、３≦ｎ＜４でないときには（ＮＯ
）、ステップＳ９０へ進み、眠気深度ｎが、４≦ｎであるか否かを判断する。このステッ
プＳ９０で、眠気深度が４、即ち、眠気深度が高レベルであれば（ＹＥＳ）、ステップＳ
１００へ進み、処理３を実行する。この処理３の内容については、後述する。処理３を実
行完了すると、本制御を終了する。
【００２６】
　また、上記ステップＳ９０において、眠気深度ｎが、４≦ｎでないとき、即ち、眠気深
度が２未満のときには、ドライバは全く眠くなさそう、または、やや眠そうであるから、
「ＮＯ」へ進み、何も実行しないで、本制御を終了する。
【００２７】
　次に、上記ステップＳ６０の処理１の制御、即ち、眠気深度ｎが２のときの制御につい
て、図７のフローチャートを参照して説明する。図７は、処理１を実行するサブルーチン
の制御内容を示すフローチャートである。まず、図７のステップＳ２１０において、眠気
深度ｎが、ｎ≧２であるか否かを判断する。
【００２８】
　ここで、眠気深度ｎが２であるから（ＹＥＳ）、ステップＳ２２０へ進み、情報制御部
３の情報報知装置１０は、図４に示すように、表示器の画面に眠気警告アドバイスのメッ
セージ例えば「眠気が検知されました」という警告メッセージを表示し、ドライバに覚醒
すること、例えば休憩をとることを促す。ドライバは、この警告メッセージを視認するこ
とにより、覚醒するために休憩を取ろうとするようになる。
【００２９】
　また、助手席に座っている乗員は、上記警告メッセージを視認することにより、休憩を
取ることを、ドライバに促すことができる。尚、上記ステップＳ２２０を実行完了すると
、本制御を終了する。尚、上記ステップＳ２１０において、眠気深度ｎが２未満であると



(6) JP 2019-74791 A 2019.5.16

10

20

30

40

50

きには、「ＮＯ」へ進み、本制御を終了する。
【００３０】
　また、前記ステップＳ８０の処理２の制御、即ち、眠気深度ｎが３のときの制御につい
て、図８のフローチャートを参照して説明する。図８は、処理２を実行するサブルーチン
の制御内容を示すフローチャートである。まず、図８のステップＳ３１０において、眠気
深度ｎが、ｎ≧３であるか否かを判断する。
【００３１】
　ここで、眠気深度ｎが３であるから（ＹＥＳ）、ステップＳ３２０へ進み、情報制御部
３の情報報知装置１０は、図５に示すように、表示器の画面に警告メッセージ例えば「眠
気のため、安全運転に支障があります（あわせて、何らかの５感刺激を与えて覚醒を狙う
）」というメッセージを表示する。続いて、ステップＳ３３０へ進み、情報制御部３は、
ドライバの５感を刺激する処理を実行し、ドライバを覚醒させる。この場合、５感を刺激
する処理として、次の通りの刺激を実行する。
【００３２】
　まず、第１の刺激処理としては、エアコンの風量を強にし、皮膚の温度を下げることで
覚醒を促す。第２の刺激処理としては、大きな警告音または大きな警告音声等を出力し、
覚醒を促す。この場合、警告音声としては、例えば「眠気深度が高いので運転に注意して
ください等の音声メッセージ」を出力する。
【００３３】
　第３の刺激処理としては、ステアリング等に高電圧電流を流すことによりドライバの手
に高電圧電流を印加して、触覚を刺激し、覚醒を促す。第４の刺激処理としては、運転席
のシートヒータを強にして、高熱をドライバに与え、即ち、ドライバの皮膚温度を高め、
覚醒を促す。尚、シート冷却装置が設けられている車両の場合には、シート冷却装置を強
にして、冷熱をドライバに与え、即ち、ドライバの皮膚温度を低下させ、覚醒を促すよう
に構成しても良い。第５の刺激処理としては、刺激臭をステアリング等から発生させて、
ドライバの嗅覚を刺激し、覚醒を促す。
【００３４】
　尚、上記した５つの刺激処理を、上記ステップＳ３３０において、全て実行するように
構成しても良いし、５つの刺激処理の中から１ないし４つを適宜選択して実行するように
構成しても良い。
【００３５】
　そして、本実施形態の場合、上記した刺激処理が実行されて、ドライバが覚醒した場合
、ドライバは、刺激を受けて、かなり驚くが、表示器に表示された警告メッセージを視認
することにより、ドライバの覚醒を促すための刺激処理が実行されたことが容易に分かる
ようになり、安心感が得られ、戸惑うことがなくなる。また、ドライバは、上記警告メッ
セージを視認することにより、休憩を取ろうかと思うようになる。また、助手席に座って
いる乗員は、上記警告メッセージを視認することにより、休憩を取ることを、ドライバに
促すことができる。上記ステップＳ３３０を実行完了すると、本制御を終了する。
　尚、上記ステップＳ３１０において、眠気深度ｎが３未満であるときには、「ＮＯ」へ
進み、本制御を終了する。
【００３６】
　また、前記ステップＳ１００の処理３の制御、即ち、眠気深度ｎが４のときの制御につ
いて、図９のフローチャートを参照して説明する。図９は、処理３を実行するサブルーチ
ンの制御内容を示すフローチャートである。まず、図９のステップＳ４１０において、眠
気深度ｎが、ｎ≧４であるか否かを判断する。
【００３７】
　ここで、眠気深度ｎが４であることから（ＹＥＳ）、ステップＳ４２０へ進み、情報制
御部３の情報報知装置１０は、図６に示すように、表示器の画面に警告メッセージ例えば
「運転が危険です。退避モードに変更します。（あわせて、警報音を出し、手動運転モー
ドから自動運転モードに変更する。運転モード変更を周辺車両に報知する）」というメッ
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セージを表示する。
【００３８】
　続いて、ステップＳ４３０へ進み、情報制御部３は、退避モード、即ち、自動運転モー
ドに切り替える。この場合、情報制御部３の危険度判定装置９は、自動運転モードに切り
替えるように指示する指示情報を、走行制御部２の走行制御装置７へ送信する。走行制御
装置７は、上記指示情報を入力して、自動運転モードに切り替え、自動運転を実行する。
また、走行制御装置７は、自動運転に切り替えたことを示す情報を情報制御部３の危険度
判定装置９へ送信する。
【００３９】
　そして、ステップＳ４４０へ進み、情報制御部３の危険度判定装置９は、運転モードが
退避モードに変更されたか否か、即ち、走行制御装置７から自動運転モードに切り替えた
ことを示す情報を受信したか否かを判断する。このステップＳ４４０で、退避モードに変
更されたときには（ＹＥＳ）、ステップＳ４５０へ進み、情報制御部３の危険度判定装置
９は、通信制御装置１４を介して、運転モードが退避モード、即ち、自動運転モードに変
更されたことを示す情報を、車車間通信を介して周辺車両へ送信する、即ち、報知する。
尚、上記ステップＳ４４０にて、退避モードに変更されなかったときには（ＮＯ）、ステ
ップＳ４３０へ戻り、上述した制御を繰り返し実行する。
【００４０】
　この後、ステップＳ４６０からステップＳ４９０までの制御は、自動運転モードに切り
替えられた後の制御、即ち、走行制御部２の走行制御装置７による制御を示している。ま
ず、ステップＳ４６０においては、走行制御装置７は、車両の現在位置の周辺に安全に停
止できるエリア、即ち、地点があるか否かを判断する。ここで、安全に停止できるエリア
がないときには（ＮＯ）、ステップＳ４６０の処理を繰り返し実行する。
【００４１】
　上記ステップＳ４６０において、安全に停止できるエリアがあったとき、即ち、安全に
停止できるエリアが発見されたときには（ＹＥＳ）、ステップＳ４７０へ進み、走行制御
装置７は、安全に停止できるエリアを目的地として該エリアに向かって走行する。尚、将
来的には、高速道路上においても、安全に停止できるエリアが設置されるようになってい
る。
【００４２】
　続いて、ステップＳ４８０へ進み、走行制御装置７は、安全に停止できるエリアに向か
って走行しながら、徐々に車速を減速していく。そして、ステップＳ４９０へ進み、走行
制御装置７は、安全に停止できるエリアで車両を停止させる。これにより、本制御を終了
する。
　尚、上記ステップＳ４１０において、眠気深度ｎが４未満であるときには、「ＮＯ」へ
進み、本制御を終了する。
【００４３】
　このような構成の本実施形態においては、車内撮影カメラ１２によりドライバの状態を
モニタし、危険度判定装置９により上記モニタされたドライバの状態に基づいてドライバ
の眠気深度を検出し、情報制御部３によりドライバを覚醒させるための複数の処理の中か
ら、検出されたドライバの眠気深度のレベルに対応する処理を選択して実行するように構
成した。この構成によれば、ドライバが眠気を催したときに、ドライバの眠気の程度、即
ち、眠気深度のレベルに応じて、運転者に確実に警告することができ、また、運転者を覚
醒させることができ、また、安全性を十分に高めることができる。
【００４４】
　また、上記実施形態では、情報制御部３によって、眠気深度が低レベルであるときには
、画面に警告メッセージを表示する処理を実行し、眠気深度が中レベルであるときには、
ドライバの５感を刺激する処理を実行し、眠気深度が高レベルであるときには、運転モー
ドを退避モードに切り替え、車両を自動的に停車させる処理を実行するように構成した。
この構成によれば、ドライバの眠気深度のレベルに応じて、ドライバを覚醒させたり、安



(8) JP 2019-74791 A 2019.5.16

10

20

30

40

50

全性を高くしたり、最適な眠気対策を実行することができる。
【００４５】
　更に、上記実施形態によれば、ドライバの５感を刺激する処理として、エアコンの風量
を強にして皮膚の温度を下げる制御、警告音または警告音声を出力する制御、手に高電圧
電流を印加する制御、シートヒータを強にして皮膚の温度を高める制御、または、刺激臭
を発生させて嗅覚を刺激する制御を実行するように構成した。この構成によれば、ドライ
バの眠気深度３のときに、上記各５感を刺激する処理を実行することにより、ドライバを
覚醒させることが可能になる。
【００４６】
　また、上記実施形態では、眠気深度を検出するに際して、ドライバの顔の表情や身体の
動作を車内撮影カメラ１２で撮影し、撮影した画像情報に基づいて３段階以上のレベルに
分けて検出するように構成した。この構成によれば、３つ以上の制御の中から、眠気深度
のレベルに応じて適切な制御を選択して実行することができる。
【００４７】
　また、上記実施形態では、情報制御部３によって、運転モードを退避モードに切り替え
たときには、退避モードに切り替えたことを、周辺の車両に報知するように構成した。こ
の構成によれば、周辺の車両は、運転モードが退避モードに切り替えられた車両、即ち、
ドライバの眠気深度ｎが４以上である車両を明確に認識することができるから、当該車両
の運転に注意することができ、安全性を高めることができる。
【００４８】
　（第２実施形態）
　図１０は、第２実施形態を示すものである。尚、第１実施形態と同一構成には、同一符
号を付している。第１実施形態では、ドライバの眠気深度ｎを検出し、ドライバの居眠り
判定を、眠気深度ｎの値に応じて３段階に分けて判定するように構成したが、これに代え
て、第２実施形態では、ドライバの眼の開眼度と開眼時間に基づいて、ドライバの居眠り
度合を、３段階に分けて判定するように構成した。
【００４９】
　まず、眼の開眼度の定義について、図１０の表も参照して説明する。まず、眼の開度を
ドライバの眼形状に合せてパーセント単位で出力するものを開眼度として定義する。開眼
度としては、左右それぞれの眼、および、左右それぞれの眼の開眼度から代表値を求める
。閉眼判定及び眠気判定には、この開眼度代表値を用いる。開眼度は、閉眼判定の感度を
調整できるように例えば１％の高分解能で出力されるようになっている。また、笑顔や防
眩表情に対して、閉眼誤判定をしないような処置がなされている。更に、眼の開き度合い
を正規化し、開眼度１００％、０％、１２０％を、図１０の表に示すように定義している
。
【００５０】
　図１０に示すように、開眼度１００％は、運転初期の平均的な眼の開度、即ち、通常状
態の眼の開度である。開眼度０％は、眼を閉じている状態の眼の開度である。開眼度１２
０％は、通常状態の眼の開度、即ち、開眼度１００％から更に見開いた状態の眼の開度で
ある。そして、開眼度の域値は、０～１２０（％）であり、分解能は１（％）である。
【００５１】
　第２実施形態において、ドライバの居眠り度合の判定としては、開眼度と開眼時間に基
づいて、次の３段階、即ち、レベル１、レベル２、レベル３を判定する、即ち、検出する
ように構成した。まず、居眠り度合のレベル１を判定するに際しては、例えば、開眼度０
％である眼の状態が１秒～２秒の時間継続することが、３０秒間に２回以上起きる頻度と
なったら、居眠り度合がレベル１であると判定する。
【００５２】
　また、例えば、開眼度０％である眼の状態が２秒前後の時間継続することが、１回でも
起きたら、居眠り度合がレベル２であると判定する。また、例えば、開眼度０％である眼
の状態が４秒前後の時間継続することが、１回でも起きたら、居眠り度合がレベル３であ
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【００５３】
　そして、ドライバの居眠り度合がレベル１であると判定された場合、第１実施形態で説
明した処理１を実行するようになっている。また、ドライバの居眠り度合がレベル２であ
ると判定された場合、第１実施形態で説明した処理２を実行するようになっている。更に
、ドライバの居眠り度合がレベル３であると判定された場合、第１実施形態で説明した処
理３を実行するようになっている。
【００５４】
　尚、上述した以外の第２実施形態の構成は、第１実施形態の構成と同じ構成となってい
る。従って、第２実施形態においても、第１実施形態とほぼ同じ作用効果を得ることがで
きる。
【００５５】
　また、上記各実施形態では、ドライバの居眠り度合を３段階に分けて判定するように構
成したが、これに限られるものではなく、２段階に分けて判定するように構成しても良い
し、４段階以上に分けて判定するように構成しても良い。
　また、上記各実施形態では、ＤＳＭ用データ処理部８を車両走行制御部２側に設けるよ
うに構成したが、これに代えて、ＤＳＭ用データ処理部８を情報制御部３側に設けるよう
に構成しても良い。
【００５６】
　本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるも
のではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加
えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそ
れ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
【符号の説明】
【００５７】
　図面中、１は車両システム、２は走行制御部、３は情報制御部（制御部）、５は位置計
測装置、７は走行制御装置、８はＤＳＭ用データ処理部、９は危険度判定装置（眠気検出
部）、１０は情報報知装置、１２は車内撮影カメラ（ドライバモニタ部）、１４は通信制
御装置である。
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